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目         次 

      規    則 ﾍﾟｰｼﾞ

○ 卸売市場条例施行規則を廃止する等の規則（消費流通課）………………………………………………… １

公布された法令のあらまし 

卸売市場条例施行規則を廃止する等の規則（規則第24号） 

卸売市場条例の廃止等に伴い、同条例から委任された事項等を定める規則を廃止する等、次の規則について

所要の整備を行うこととした。 

１ 卸売市場条例施行規則 

２ 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例施行規則 

規         則 

卸売市場条例施行規則を廃止する等の規則をここに公布する。 

  令和元年11月29日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第24号 

卸売市場条例施行規則を廃止する等の規則 

 （卸売市場条例施行規則の廃止） 

第１条 卸売市場条例施行規則（昭和47年兵庫県規則第17号）は、廃止する。 

 （本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例施行規則（平成16年兵庫県規則第59号）の一部を次

のように改正する。 

  別表第２の９の項を次のように改める。 

９ 削除  

  別表第２の15の項を次のように改める。 

15 削除  

   附 則 

 この規則は、令和２年６月21日から施行する。 
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